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仕事優先 プライベートな時間優先 仕事・家事・
プライベートを両立家事優先 仕事とプライベート優先

仕事と家事優先 家事とプライベート優先

＊ 男女共同参画会議  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会
 「ワーク・ライフ・バランス」推進の基本的方向報告（平成19年 7月）参考図表より作成

100％

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

まったくそう思わない

25.9 42.0 27.2

14.6 49.4 30.9

16.4 41.2 35.6

11.5 26.9 42.3 19.2

4.9

5.1

6.9

ワーク・ライフ・バランスがとれている

ワーク・ライフ・バランスがとれていない

そう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない

（女性：既婚就業） 
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配偶者暴力防止法（DV防止法）が変わりました

坂江 拓也さん

政府が提唱するワーク・ライ
フ・バランスが、率先して実践
されている企業体質に感心し
ました。また実際に取材に同
行し、社員が生き生きと働い
ている様子が伝わりました。

社長と社員の間に境界がなく、
風通しの良さを感じました。ま
た社員が希望を持って働くこと
が仕事の質につながるなど、社
員を大切にする企業が伸びる
ということが実感できました。

武藤勝美
さん

堀　鈴子
さん

～ ～

通信員は、企画から編集まで携わり、
市と協働して情報誌をつくるボランティアです。

〒330-9588　さいたま市浦和区常盤６-４-４　TEL８２９-１２３１　FAX８２９-１９６９    
E-mail: danjo-kyosei@city.saitama.lg.jp

（ただし、年３回程度開催する平日昼間の会議に出席できる方 ※会議開催時は託児あり（対象：２歳～学齢前））

通信員を募集します！

（男性：既婚有業）

【パートナーシップさいたま】
女性の悩み電話相談　TEL048-643-5813 　月～金10時～20時　土日祝10時～16時
DV、女性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係などのご相談に応じています。
その他の施設でも相談を行っています。日時詳細は「市報さいたま」でご確認ください。

ご相談は、「パートナーシップさいたま」まで

通信員通信員

　配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受け
る身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれ
が大きいと認められるときにも、裁判所は保護命令を発することができます。

　被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てによ
り、被害者への接近禁止命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対
する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができます。

● 面会の要求　　　　　　　　　　　
● 行動の監視に関する事項を告げること等
● 著しく粗野・乱暴な言動　　　 　
● 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・
 電子メール（緊急やむを得ない場合を除く。）

　配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動
を行っていること等の事情があることから、被害者が配偶者と面会せざる
を得なくなることを防止するため必要があると認められるときは、裁判所
は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の
親族等への接近禁止命令を発することができます。
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● 夜間（午後10 時～午前６時）の電話・ファクシミリ・
電子メール（緊急やむを得ない場合を除く。）

● 汚物、動物の死体等の送付等
● 名誉を害する事項を告げること等
● 性的羞恥心を害する事項を告げること等


